
第3節　座間市における事件の再発防止策の実施状況
平成29年10月に座間市で発覚した９名の方々が亡くなられた事件を踏まえ、二度と今回のよ
うな悲惨な事件（加害者が、若者が日常的に利用するSNSを利用し、自殺願望を投稿するなど
した被害者の心の叫びに付け込んで、言葉巧みに誘い出し殺害した事件）を繰り返さないこと
は、関係省庁が横断的に取り組むべき課題であるという認識の下、11月10日、内閣官房長官を
議長とする「座間市における事件の再発防止に関する関係閣僚会議」が開催された。
同会議において、12月19日に「座間市における事件の再発防止策について」（以下「再発防
止策」という。）が取りまとめられた。再発防止策は、次の３項目にわたる対策から成る。
１．SNS等における自殺に関する不適切な書き込みへの対策
２．インターネットを通じて自殺願望を発信する若者の心のケアに関する対策
３．インターネット上の有害環境から若者を守るための対策
再発防止策に掲げた各施策の推進状況については、自殺対策基本法第11条の規定に基づく年
次報告の作成の過程において、関係省庁が確実に検証を行った上で、同年次報告に盛り込むこ
ととされた。主な施策の推進状況等は、以下のとおりである。
本節に記載のない施策の推進状況については、資料編の資料５－２を参照。

１　SNS等における自殺に関する不適切な書き込みへの対策
SNSにおける自殺に関する書き込みのうち、人を自殺に誘引・勧誘する情報等については、
従来から有害情報として、多くの事業者の利用規約等において書き込みが禁止されており、自
主的な削除や削除の要請がなされている。
こうした禁止されているはずの書き込みが、一般に公開されたまま放置されている状況は許
されず、適時適切に削除等を行う取組を強化するため、以下の対策に取り組んだ。

⑴　削除等に対する事業者・利用者の理解の促進
ア　利用規約への明記
総務省では、平成29年12月７日、自殺誘引情報等の書き込みの禁止の利用規約等への明記・適
切な運用、利用者への注意喚起について、電気通信事業者協会等４つの事業者団体1に要請した。
この要請を受けて、従前は利用規約に「自殺」等の文言を明示する形で自殺誘引情報等を削
除できる旨定めていなかった事業者も、明示規定を加える対応を行っている。

イ　自殺誘引情報等の削除
総務省、経済産業省では、自殺誘引情報等の削除について、SNS事業者等に対応を要請し状
況をフォローアップした。Twitter社では、平成30年１月に、自殺関係の語句を検索したユー
ザーに対して自殺対策関係NPOの連絡先を表示する機能を追加したほか、２月に、報告ツー
ルをアップデートし、自殺を助長するツイート等について同社へ報告できる項目を追加した。

１　一般社団法人電気通信事業者協会、一般社団法人テレコムサービス協会、一般社団法人日本インターネットプ
ロバイダー協会、一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟
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ウ　SNSの利用に関する普及啓発
警察庁では、平成29年12月26日、座間市における事件も含め、SNSの利用等に起因する犯罪
に係る最近の情勢を踏まえ、利用規約を守ってSNSを利用すること、自殺等を誘引・助長する
表現を投稿しないことなどを盛り込んだ広報啓発リーフレットを作成し、都道府県警察へ提供
した。都道府県警察やサイバー防犯ボランティア団体が行う非行防止教室や保護者説明会等の
機会に、同リーフレットを用いた注意喚起を推進した。

⑵　事業者・関係者による削除等の強化
①事業者による自主的な削除の強化
SNS事業者等から成る「青少年ネット利用環境整備協議会2」は、平成29年12月６日、「座間

市における殺人事件を受けての緊急提言について」を公表した。同提言を受けて、SNS事業者
が、インターネット上の自殺に関連する情報に的確に対応できるよう、警察庁では、同協議会
におけるガイドラインの策定に向けて必要な助言を行った。同協議会は、
・人を自殺に誘引又は勧誘する投稿等を禁止する条項を設けるなど利用規約等の変更
・悪質利用者による複数アカウント作成防止など電話番号認証を活用した対応策
等を児童被害防止策に盛り込んだ「青少年ネット利用環境整備ガイドライン」を平成30年４月
18日に策定した。

②事業者による削除を支える団体の支援
ア　インターネット・ホットラインセンターの機能強化による削除依頼の推進
警察庁では、平成30年１月22日から、「不特定多数の者、又は「死にたい」「自殺したい」等
と自殺をほのめかしている者に対し、自殺の実行を「手伝う」「請け負う」等の表現が記載さ
れている自殺関与の情報や、「一緒に死にませんか」「本気で死にたい人を募集しています」等、
自己のみならず他者の生命身体に対して危害を加えることを含むような、他者の自殺を誘引・
勧誘する表現が記載されている自殺の誘引・勧誘情報」（以下「自殺誘引等情報」という。）の
処理をインターネット・ホットラインセンター3（以下「IHC」という。）の委託業務として追
加した。IHCにおいて自殺誘引等情報を受理したときは、IHCから直接サイト管理者等に削除
を依頼するとともに、緊急を要する場合には、都道府県警察に通報している。

イ　サイバーパトロールの強化
また、警察庁では、座間市における事件を受けた緊急対策として、平成29年12月20日から30
年１月12日までの間、11都県における12サイバー防犯ボランティア団体により、集中的なサイ
バーパトロール及びIHCへの通報を実施したほか、１月29日からは、インターネット上の自殺
誘引等情報を収集し、IHCへの通報を行うサイバーパトロール業務を民間事業者に委託した。

２　�インターネットを通じて自殺願望を発信する若者の心のケアに関する対策
自殺願望を有する人は、心の中では「死にたい」という気持ちと「生きたい」という気持ち

２　LINE、Facebook、Twitter等のSNS事業者18社が加盟
３　警察庁の委託を受け、一般のインターネット利用者等から違法情報・有害情報に関する通報を受理し、警察へ

の通報やサイト管理者等への削除依頼を行う団体。

35



との間で激しく揺れ動いており、自殺の危険を示すサインを発していることが多い。SNSにお
ける「死にたい」「消えたい」「生きていたくない」等の若者による書き込みの中には、こうし
たサインに該当するものもあると考えられる。
こうした書き込みを行う若者が適切な相談相手にアクセスできるよう促し、必要に応じ、充
実した相談・支援が受けられるよう体制を整備する必要がある。
加えて、そもそもインターネット上のみではなく現実空間においても、生きづらさを抱え自
殺のリスクが高まることを未然に防ぎ、悩みを気軽に話し、孤立を防ぐことができるよう、若
者の居場所を確保する必要がある。
その際、従来行っている各種取組の内容を検証し、SNSを利用する若者の実情に即した取組
へ転換していくこと、インターネット上における対策と現実空間における対策を連動させるこ
と、関係省庁間の連携を深めることにより、効果的・効率的に施策を推進するという観点が重
要である。
このため、以下の対策に取り組んだ。

⑴　ICTを活用した相談機能の強化
①ICTを活用した相談窓口への誘導の強化
ア　検索事業者・SNS事業者と自殺対策関係NPOをつなぐ場の開催
総務省では、検索事業者、SNS事業者と自殺対策関係NPOをつなぐ場を開催した。平成29年
12月12日に初会合を開催し、各団体における取組の紹介や意見交換を実施した。30年３月30日
には、電気通信事業者や、青少年・若者を最前線で支援するNPOなどの関係者による最近の
取組を共有し、ネット上で悩みを打ち明ける青少年・若者の効果的支援の在り方等を議論する
シンポジウムとして開催した。

イ　SNS等に対応した相談窓口への誘導の強化
厚生労働省では、自殺対策のWebサイトを更新し、SNS等に対応した相談窓口情報の追加・
整理を行うとともに、平成29年12月28日、検索事業者及びSNS事業者に対して、「自殺」「死に
たい」等の自殺につながる用語の検索を行った場合に、同Webサイトへの誘導を行うことに
ついて、要請を行った。検索事業者については、要請を行った６社中６社が対応済である。
SNS事業者については、１社が対応済であり、引き続き関係省庁と連携し、各社への働きかけ
を継続する。
また、厚生労働省では、平成30年４月、相談窓口等の検索サイト「支援情報検索サイト」
を、スマートフォン対応に改修した。

②SNS等を活用した相談対応の強化
ア　地方公共団体におけるSNSを活用した相談事業の実施
文部科学省では、地方公共団体における児童生徒を対象とするSNS等を活用した相談事業の
実施に向け公募を実施し、平成30年４月末時点で18都道府県・９市において相談開始又は準備
中である。
また、平成30年３月28日、いじめ防止対策協議会において、SNS等を活用した相談の実施に
際しての留意点等について報告書を取りまとめた。30年度以降に行うSNS等を活用した相談事
業の成果や課題を踏まえ、必要に応じ、本報告書を改定する予定である。
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イ　広く若者一般を対象としたSNSによる相談事業の実施
厚生労働省では、広く若者一般を主な対象とするSNSを活用した相談事業を、平成30年３月
の自殺対策強化月間に合わせ、実施した。SNSを活用した相談事業は、13団体で集中的に実施
し、相談延べ件数は10,129件、友だち登録数は69,549人であった（第４節参照）。４月11日には、
SNS相談を実施した13団体を集めた報告会を開催し、成果や今後の課題等について意見交換を
行った。４月以降は、６団体でSNS相談（チャット相談を含む。）を実施している。
また、IP電話に対応した相談窓口として、各都道府県等の直通番号を自殺対策のWebサイ
トに記載したほか、自殺対策強化月間において電話番号が050で始まるIP電話に対応した相談
窓口を設定した。

⑵　若者の居場所づくりの支援等
文部科学省及び厚生労働省では、平成30年１月23日、学校におけるSOSの出し方に関する教
育の推進を求める通知を教育委員会等に発出した。30年度には、文部科学省において、教職員
が活用できる教材案等の作成に係る委託調査を実施予定である。
厚生労働省では、平成30年度、若者の居場所づくりへの支援を含め、インターネットを通じ
て自殺願望を発信する若者の心のケア対策の充実に向けた対策を実施予定である。

３　インターネット上の有害環境から若者を守るための対策
今回の事件に限らず、SNSの利用等に起因する犯罪に係る最近の情勢を踏まえると、SNS等
のインターネット上において、若者が悪意を持つ者と接点を持つことは、現実空間における犯
罪被害に結び付く可能性があり、若者がインターネット上の有害環境に巻き込まれることを防
止するため、以下の対策に取り組んだ。

⑴　教育・啓発・相談の強化
文部科学省、総務省、経済産業省では、平成29年12月28日、教育委員会等に対して、生徒指
導、教育相談、情報モラル教育等の関係教職員に対するインターネットの安全利用に関する研
修等の充実を図るための取組の実施を依頼した。
実施に当たっては、経済産業省が実施しているインターネット安全教室や総務省及び文部科
学省が実施しているe-ネットキャラバンを有効に活用できるよう、平成30年４月23日に３省で
連携して教育委員会等に対して講師派遣依頼の方法について周知した。今後、教育委員会から
の講師派遣希望を取りまとめ、調整の上、６月から講師派遣を実施予定である。
また、研修で使用する教材についても、学校現場のニーズを把握するため教育委員会等に対
して実施したアンケート結果等を踏まえ、講師派遣の際に利用するインターネット安全教室及
びe-ネットキャラバンの教材等をリニューアルすることとしている。

⑵　改正青少年インターネット環境整備法の早期施行
内閣府、総務省、経済産業省では、スマートフォンの普及等の状況に対応するため、フィル
タリングの利用の促進を図ることを内容とする「青少年が安全に安心してインターネットを利
用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律」（平成29年法律第75号）の施行時
期を当初の予定よりも早め、平成30年２月１日から施行した。
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４　有識者を交えた実施状況の評価
座間市における事件の再発防止等の実施状況を評価するため、関係省庁会議を平成30年２月
以降４月まで３回にわたって開催し、再発防止策の実施状況について関係省庁から説明の上、
自殺対策関係NPO、SNS事業者、学識経験者、地方公共団体等の有識者からヒアリングを行っ
たところ、次のような意見が表明された。
・今回の事件のように、SNS上でのコミュニケーションの歪みが加害者に利用されることをど
う防いでいくか、SNS事業者含めてどのように対応できるのかが課題である。
・自殺念慮者が地下（ダークウェブ）に潜った場合の対応を今から考えておくことが重要。
・SNSやインターネットは、悩み苦しむ人にとって、大事な場、悩みを打ち明けられる場であ
ることが明らかになったと思う。また、サポートが存在する場であり、手を差し伸べる人も
いる場である。ただ、サポートシステムの存在を知らない利用者が多い。
・SNSは相談の入口の一つでしかないと感じる。情報を提供するだけでは、支援の窓口に行か
ない人が多い。つながりを作り、信頼を得て他機関につなぐことが必要である。
・SNS相談について、女性よりも男性の方が自殺が多いにもかかわらず、男性からの相談が少
ないことは大きな課題である。
・ハイリスクの人たちへの受け皿をどう整備していくかと、支援策や相談窓口を知らない人た
ちがSNS相談につながってきたときにどう地域の支援に確実につなげていくかを、それぞれ
分けて考える必要がある。
・対応できる数には限りがあるため、相談を受けるに当たっては、１回つながった人にフラグ
を立てて、つながらない人を優先するほか、重篤な方にフラグを立てる工夫が必要。
・SNSのツールを使ってリアルタイムで相談できない層もいるため、必ずしもSNSだけに限定
した対策をするべきではない。
・SOSの出し方に関する教育については、教材の整備を進めるとともに、（その教材に）SNS
や情報リテラシーに関する内容を組み込むことが必要ではないか。
・若者にとっての居場所づくりは大切である。関連施策の連動により、包括的に対策を進めて
いくことが必要ではないか。
・学校だけで支援を行っても生徒が抱える重い課題には対応できない。地域資源を活用して対
応していくことが重要である。好事例をヒントにして、民間の様々な居場所を豊富に作るこ
とが重要である。
・SOS発信は重要だが、SNSでSOSを発信することは危険があるという教育が必要。安心して
相談できる窓口をウェブ等で発信するとと
もに、教育現場で知らせることが必要。
・幅広く色々なステークホルダーと連携して
いかなければならない。居場所提供、ひき
こもり、不登校、いじめ、子どもの貧困
等、自殺の要因になるような部分をサポー
トするNPOと連携することでより自殺対
策が進められるのではないか。

   

例：「人を自殺に誘引もしくは勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い

自殺等を紹介するなどの行為」及び「児童買春、児童ポルノをはじめとした児童被害

に結びつくおそれのある法令に反する行為」等を禁止する条項を設けるなど 

（2） 年齢確認を活用した対応策 

例：年齢による利用制限など 

（3） 電話番号認証を活用した対応策 

例：悪質利用者による複数アカウント作成防止など 

（4） 監視体制の強化 

例：自殺誘因や出会い目的のグループやテーマ設定禁止と監視範囲の拡大など 

（5） フィルタリング機能を活用した対応策 

例：NGワードや年齢による利用制限など 

（6） ユーザー間における検索機能制限を活用した対応策 

例：自殺誘因や出会い目的の ID検索の制限など 

（7） 各サービス内およびサービスにおける啓発活動 

例：サービス内外でのサービス利用上の注意点の啓発 

第４条 本ガイドラインの見直し・更新 

本ガイドラインの見直し・更新は、当協議会が必要に応じて随時行うものとする。 

以上 

   

青少年ネット利用環境整備ガイドライン 

第１条 本ガイドラインの目的 

１. 本ガイドラインは、以下の各号に定める目的を達成するために制定されるものである。 

（1） 児童がソーシャルネットワーキングサービス（以下「SNS」といい、Webサイト・スマ

ートフォン向けアプリケーション等を含む）を通じて何らかの重大犯罪に巻き込まれるこ

とを防止すること 

（2） SNS上で行われる自殺に関連する書き込みに起因する児童等の被害を防止すること 

（3） 児童が安心・安全に利用できるインターネット環境の向上を図ること 

２. 当協議会に加盟している SNS提供会社（以下、「加盟企業」という）は本ガイドラインの

内容を踏まえ、お客様が安心して利用できる環境整備を行うものとする。 

第２条 本ガイドラインの適用範囲 

本ガイドラインは、加盟企業がインターネットを介して日本国内にて展開する SNSに対して適

用される。 

第３条 児童被害防止策 

加盟企業は、各々が提供しているサービスの特性や実態に応じ、以下の各号に掲げる児童被害防

止策についてできる限り実行する。なお本ガイドラインの施行日から 6 カ月以内を目処に児童

被害防止策を実行開始するものとする。 

（1） 利用規約等の変更 

青少年ネット利用環境整備ガイドライン
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●自殺対策の基本的な枠組みと若者の自殺対策の取組第2章



IP電話対応電話番号一覧
※050で始まるIP電話やLINE Outから接続できる各都道府県・政令指定都市の相談窓口の電話番号一覧

北海道　011-864-7000 青森県　　017-787-3957 岩手県　　　019-622-6955 宮城県　0229-23-0302

山形県　023-631-7060 福島県　　024-535-5560 茨城県　　　029-244-0556 栃木県　028-673-8785

群馬県　027-263-1156 埼玉県　　048-723-1447 千葉県　　　043-263-3893 新潟県　025-280-0113

富山県　076-428-0606 石川県　　076-237-2700 福井県　　　0776-26-4400 山梨県　055-254-8644

長野県　026-227-1810 岐阜県　　058-231-9724 静岡県　　　0558-23-5560 愛知県　052-951-2881

三重県　059-253-7823 滋賀県　　077-567-5010 京都府　　　075-645-5155 大阪府　06-6607-8814

兵庫県　078-252-4987 奈良県　　0744-46-5563 和歌山県　　073-435-5194 鳥取県　0857-21-3031

島根県　0852-21-2885 岡山県　　086-201-0828 広島県　　　082-892-9090 山口県　0835-27-3388

徳島県　088-602-8911 香川県　　087-833-5560 愛媛県　　　089-917-5012 高知県　088-823-0600

福岡県　092-582-7400 佐賀県　　0952-73-5556 長崎県　　　095-847-7867 熊本県　096-386-1166

大分県　097-542-0878 宮崎県　　0985-32-5566 鹿児島県　　099-228-9566 沖縄県　098-888-1450

札幌市　011-622-0556 仙台市　　022-225-5560 さいたま市　048-851-5665 千葉市　043-204-1582

横浜市　045-662-3522 川崎市　　044-246-6742 相模原市　　042-769-9819 新潟市　025-232-5560

静岡市　054-262-3033 浜松市　　053-457-2195 名古屋市　　052-483-2215 京都市　075-314-0874

大阪市　06-6923-0936 堺　市　　072-243-5500 神戸市　　　078-371-1855 岡山市　086-803-1274

広島市　082-245-7731 北九州市　093-522-0874 福岡市　　　092-737-1275 熊本市　096-362-8100

平成29年度の自殺対策強化月間（平成30年3月1日～31日）の期間中050で始まるIP電話に対応した相談窓口を設定。

自殺対策強化月間
シンポジウム

インターネット安全教室 e-ネットキャラバンとは
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